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第一章 問題設定

本稿は, Ｆ・Ａ・ハイエクの自生的秩序論と進化論の限界を検討する

ための準備作業として, 彼の自生的秩序論と進化論の理解に関する予備

的な考察を加えんとするものである｡

周知のとおり, ハイエクの自生的秩序論と進化論は, 彼が自由社会擁

護論を展開するうえで鍵となる, 非常に重要な議論である｡ 彼の自生的

秩序論の要点をごく簡単にまとめると, ｢知識の分散｣ と ｢暗黙知・実

践知｣ という言葉で要約できる独自の知識論に基づいて, ｢社会制度は

すべて, 熟慮のうえでの設計の産物であり, またそうあるべきだ｣ と想

定する設計主義を厳しく批判し, 無数の個々人に分散した知識を最大限

に利用するために, 知性の命令ではなく個々人の自由な活動の相互調整

に基づいて形成される自生的秩序の有用性を強調する議論だということ

ができる
(１)

｡ また, 自生的秩序を支えるルールについてのハイエクの進化

論的な説明とは, そのようなルールが遵守され尊重されるようになった

のは, それが有する効果を人々が理解したからではなく, それを実践す

る集団が成功したからだというものである｡ つまり, 新しいルールを実

践する集団が成功を収めて他の集団に取って代わることによって, ある

いは, 成功している集団を見て, 成功を導く新しいルールを他の集団が

模倣することによって, 新しいルールが人々の間に広まったというわけ

である
(２)

｡

このようなハイエクの自生的秩序論と進化論については, これまで,

自生的秩序論・進化論と自由社会擁護論との整合性
(３)

, 進化論と設計主義

批判などの他の議論との矛盾
(４)

, 自生的秩序論・進化論と政治権力の必要

不可欠性との関係
(５)

といった論点をめぐって, 数多くの研究が積み重ねら

れてきた
(６)

｡ 以上の論点をめぐるこれまでの議論を前提として彼の自生的

秩序論と進化論の可能性を探求する際には, その限界をどのように見定

めたうえでその限界をどのように克服してゆくかという問題に取り組む

ことが必要とされる｡
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この点について, 例えば山中優は, ｢ハイエクの自生的秩序論は理論

的に大きなインパクトを持っているが, 彼の議論を, 政治権力の不完全

性を指摘するとともにその肥大の危険性を警戒し, 社会の自生的性格を

強調する議論としてのみ受け止めることは, 危険な帰結をもたらす恐れ

がある｣ という問題関心に基づいて, 次のような考察を加えている｡ 山

中によると, ハイエクの議論は, 市場の論理が人々の自然感情にそぐわ

ない冷酷非情な側面をはらんでいることを率直に認めるものであり, そ

れを承知のうえで覚悟して市場を受け入れることを迫る非常に厳しいメッ

セージを我々に突きつけるものである｡ つまりハイエク自身も, 自生的

市場秩序の限界としての ｢反市場的な自然感情――すなわち, 市場の冷

厳な競争の論理に対する人々の反発――｣ の存在を, 十分に認識してい

たわけである｡ だからこそ彼は, 一方で, 議会制改革論を精力的に展開

して, ｢自生的な社会秩序原理としての市場秩序それ自体を維持するた

めにこそ, 市場に対する反発を抑える政治権力が必要である｣ と力説す

るに至り, 他方で, そのような ｢反市場的な自然感情｣ を自生的に抑制

して市場に適合的なものへと馴化するものとして, 宗教的規範の重要性

を説くに至ったのである
(７)

｡

また, ハイエクの自生的秩序論と進化論の限界に検討を加えることは,

筆者自身の問題関心にとっても極めて重要である｡ 筆者はこれまで,

｢伝統｣ に基づく啓蒙主義的合理主義批判という共通点を有する論者と

してハイエクとＡ・マッキンタイアの議論を比較検討し, ハイエクの

｢行為ルールとしての伝統｣ という伝統観, ハイエクにおける自由社会

擁護論と伝統重視の立場との両立可能性, ｢行為ルールとしての伝統｣

間比較の可能性と限界について, 分析を加えてきた｡ そしてその際に鍵

となる議論として, ハイエクの ｢自生的な秩序形成の結果として生き残っ

てきたもの｣ という伝統理解, 彼の進化論的な伝統擁護論, 伝統の普及

過程に関する彼の進化論的な議論に, 着目してきた
(８)

｡ それゆえ, 彼の自

生的秩序論と進化論の限界をどのように見定めたうえでその限界をどの
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ように克服してゆくかという問題に取り組むことは, 自由社会擁護論と

伝統重視の立場との両立可能性の探求という筆者自身の問題関心からみ

ても, 必要不可欠である
(９)

｡

さて本稿では, このような問題を本格的に検討するための準備作業と

して, ハイエクの自生的秩序論と進化論に関する理解の整理を行う｡ と

いうのもこの問題に取り組むためには, それに先立って, 彼の自生的秩

序論と進化論に関する理解の曖昧な点を解消しておくことが必要だから

である｡ そこで本稿では, まず始めに第二章で, ハイエクにおける自生

的秩序とルールの関係をめぐる問題を取り上げて, 自生的秩序を支える

ルールが有する特徴とそのようなルールの形成過程に関する整理を行い,

｢彼が自生的秩序を支えるルールの形成過程に注目する際には, 自生的

な秩序形成と進化の過程の結果を重視する｣ という点を確認する｡ 次に

第三章で, ハイエクにおける自生的秩序論と進化論の関係をどのように

理解すべきかについて, 検討を加える｡ 以上の準備作業を行ったうえで,

最後に第四章で, ハイエクの自生的秩序論と進化論の限界を検討するた

めの手がかりを提示したい｡

第二章 自生的秩序を支えるルールの特徴と形成過程

ハイエクは, 自生的秩序とルールの間には密接不可分の結びつきがあ

ると考える｡ というのも自生的秩序の形成は, その中の様々な要素が特

定のルールに従うことの結果だからである｡ では, 自生的秩序を支える

ルールにはどのような特徴が存在するのであろうか｡ 彼の指摘によれば,

自生的秩序を支配するルールは, いかなる共通の目的からも独立してお

り具体的な事例に対する適用に関係なく定められた, 目的独立的で一般

的・抽象的なルールでなければならない
(��)

｡

このようなハイエクの論述に関しては, Ｈ・Ｈ・ギスラーソンと山中

の指摘が注目に値する｡ ギスラーソンの指摘によれば, ハイエクのリベ

ラリズムには確かに, 具体的な歴史的・社会的現実を念頭に置いた特定
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の自生的秩序にコミットする傾向が見受けられるが, 彼が何らかの所与

のルール・システムを支持するのは, 自生的秩序を可能にするいくつか

の特徴をそのルール・システムが共有しているからであって, そのルー

ル・システムそれ自体が自生的秩序であるからではない
(��)

｡ また山中の指

摘によると, ハイエクにとって重要なのは, 自生的に成長してきた暗黙

的なルールであろうと明文化され権力的に担保されたルールであろうと,

それが目的独立的な自生的秩序を生み出すものかどうかということであっ

た｡ つまりハイエクの自生的秩序論の真意は, 秩序の起源としての自生

的性格そのものをやみくもに絶対視することでは決してなく, むしろ,

自生的起源に伴うことが期待される秩序の目的独立性を重要とみなすこ

とであったというわけである
(��)

｡

このように, 自生的秩序とルールの関係をめぐるハイエクの論述につ

いて, ｢自生的秩序を支えるルールの特徴としてまず第一に重視すべき

は, それが目的独立的で一般的・抽象的なルールであるかどうかであっ

て, そのようなルールが自生的な秩序形成の結果であるかどうかではな

い｣ と指摘する, ギスラーソンと山中の分析それ自体は, 極めて的確な

ものである｡ だが, このことを前提としたうえで, 筆者は次のような疑

問を投げ掛けたい｡ すなわち, 自生的な秩序形成の結果という要素を全

く持たない純粋に熟慮のうえでの設計の産物であるルールが, 実際に,

目的独立性・一般性・抽象性という特徴を有し, 自生的秩序を生み出し

てそれを維持することは可能か, と｡ このような筆者の疑問の背景にあ

るのは, 先に第一章で触れた ｢独自の知識論に基づいて設計主義を批判

し, 自生的秩序論を提示する｣ というハイエクの一連の議論展開である｡

つまり, 設計主義が抱える問題点を厳しく批判して自生的秩序の有用性

を強調する彼の議論を念頭に置くならば, ｢自生的秩序を支える目的独

立的で一般的・抽象的なルールを純粋に熟慮のうえで設計することも,

場合によっては可能である｣ という主張には少し違和感があるのではな

いかというのが, ここで筆者が提起したい問題なのである｡
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そこで本章では, まず始めに第一節で, ｢自生的秩序を支えるルール

の起源は自生的か｣ という問いについての, ハイエク自身の理解を確認

する｡ それに基づいて次に第二節で, ｢自生的秩序を支えるルールを熟

慮のうえで設計することは可能か｣ という問題に検討を加える｡ 最後に

第三節で, 本章の結論を述べたい｡

第一節 自生的秩序を支えるルールの起源は自生的か

自生的秩序を支えるルールの起源は自生的かという問いについてのハ

イエク自身の理解は, それほど単純ではなく, ある意味で両義的である｡

一方でハイエクは, ｢自生的秩序を支えるルールが自生的な起源を有

するとは, 必ずしも限らない｣ と明言する｡ 彼によると, 自生的秩序が

依存しているルールもまた, 自生的な起源を有するかもしれないが, 常

にそうである必要はない｡ なぜなら, 結果として生まれてくる秩序の自

生的な性質は, その秩序が依存するルールの自生的な起源と区別しなけ

ればならないからである｡ したがって彼の主張によれば, 自生的な秩序

が, 完全に熟慮のうえでの設計の産物であるルールに依存するという可

能性は, 十分に存在する
(��)

｡

だが他方でハイエクは, 彼の様々な著作の中で, ｢自生的秩序を支え

るルールは, 実際には, 自生的な秩序形成の結果であり, 試行錯誤に基

づく進化の結果である｣ ということを繰り返し強調する｡ 彼の指摘によ

ると, 自生的秩序を支える目的独立的で一般的・抽象的な行為ルールは,

実際には, 支配者の指図ではなく, 個々人の期待が基礎を置く慣習の発

展を通じて受け入れられるようになったものである
(��)

｡ それゆえ彼は,

｢このような自生的な秩序形成の結果としての慣習と先例に由来する法

は, 支配者によって設計された法と異なり, 目的独立性・一般性・抽象

性という属性を必然的に有している｣ と主張する
(��)

｡ つまり自生的秩序を

可能にしたルールは, もともと結果を期待して設計されたものではなく,

たまたま適切なルールを採用した人々が複雑な文明を発達させ, そのよ
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うなルールを遵守する人々がうまく行ったという理由で, その後他の人々

に普及するようになったものだというわけである
(��)

｡ 換言すれば自生的秩

序の形成に役立つルールは, 我々の知性によって設計されたものではな

く, 過去における長期間の試行錯誤の結果に基づいて漸進的に進化して

きた行為ルールだということができる
(��)

｡

したがって, ｢自生的秩序を支えるルールの起源は自生的か｣ という

問いに対するハイエクの回答は, 次のようにまとめることができる｡ す

なわち, 自生的秩序を支える目的独立的で一般的・抽象的なルールは,

理論上は, 必ずしも自生的な秩序形成の結果であるとは限らず, 場合に

よっては完全に熟慮のうえでの設計の産物である可能性も存在するが,

実際にはそのようなルールの多くは, 自生的な秩序形成の結果であり試

行錯誤に基づく進化の結果である, と｡

第二節 自生的秩序を支えるルールの設計は可能か

それでは, 自生的な秩序形成の結果あるいは試行錯誤に基づく進化の

結果という要素を全く持たない, 純粋に熟慮のうえでの設計の産物であ

るルールが, 実際に, 目的独立性・一般性・抽象性という特徴を有し,

自生的秩序を生み出してそれを維持することは可能であろうか｡ 換言す

れば, 自生的秩序を支える目的独立的で一般的・抽象的なルールを熟慮

のうえで設計することは, 実際に可能であろうか｡

この問題を検討する際に注目すべきなのが, ｢自生的秩序を可能にす

る人為的手段をめぐる 『庭師』 の比喩｣ についてのハイエクの記述であ

る｡ それによると人間は, 自生的な秩序形成過程を有効に機能させるた

めには, 工芸家が工芸品を形作るようなやり方ではなく庭師が植物に行

うようなやり方で, 自身が得ることのできる知識を使用しなければなら

ない｡ そこで求められているのは, 庭師が適切な環境を与えることで植

物自体の成長を促すようなやり方――すなわち, ｢庭師が, これまでの

経験の中で植物がうまく成長する環境だと事実によって証明されてきた
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様々な条件について, 整理し検討を加えたうえで, そのような条件の整

備を行う｣ というようなやり方――であって, 設計主義的な手法――す

なわち, 関連する事実についてのあらゆる知識が統一的知識として単一

の知性に知られており, それを知る一人の人間がその知識を基礎にして,

白紙の状態から望ましい秩序を設計するという手法――では決してない
(��)

｡

以上のようなハイエクの記述に基づくと, 自生的秩序を支えるルール

を熟慮のうえで設計することも実際に可能だという主張には, 決定的な

難点がある｡ なぜなら, ｢純粋に熟慮のうえでの設計の産物であるルー

ルが, 実際に, 目的独立的な自生的秩序を生み出してそれを維持する｣

という想定は, いわば, 庭師が工芸家のように設計主義的な手法を用い

ることを想定するような, そもそも完全な実現が不可能な想定だといわ

ざるを得ないからである｡ したがって自生的秩序を有効に機能させる目

的独立的で一般的・抽象的なルールは, 立法者による熟慮のうえでの設

計ではなく, これまでの経験の中で自生的な秩序形成過程がうまく機能

する環境だと事実によって証明されてきた様々な条件の整備を行うこと

によって生み出されてくる, と考えなければならない
(��)

｡

もっともこのように考えるからといって, 自生的秩序を支えるルール

自体の自生的な起源をやみくもに絶対視するわけでも, そのようなルー

ルに人為的な要素が加わることを全面的に否定するわけでも, 決してな

い｡ 自生的秩序を支えるルールの形成過程に検討を加える際に否定され

なければならないのは, 設計主義的な発想に基づくルールの制定であっ

て, 人為的手段の使用それ自体ではない｡ したがって例えば, 過去にお

ける長期間の試行錯誤の結果に基づいて漸進的に進化してきた行為ルー

ルを整理・検討することによって, 自生的秩序が有効に機能するための

条件整備を行うルールを立法することは, もちろん可能である
(��)

｡ ただし

その際に立法者が行うのは, 所与のルール体系の枠内で, そのルール体

系内の他のルールと両立しない特定のルールを批判し漸進的に排除する

ことによって, 所与のルール体系を改善し修正することだけであって,
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確立したルール体系すべてを自らが熟慮のうえで全く新しく作り直すこ

とでは決してない, という点には注意しなければならない
(��) (��)

｡

第三節 小括

第一章でごく簡単に触れたように, ハイエクが自生的秩序の有用性を

強調するのは, ｢無数の個々人に分散した知識を最大限に利用するため

には, 個々人が保持している知識を自らの目的のために自由に使用する

ことを最大限に尊重して, 分散した知識の相互交流・相互活用に基づく

秩序形成を重視しなければならない｣ と考えるからである
(��)

｡ つまり彼は,

自生的な秩序形成を可能にするための大前提として個人の自由な活動を

最大限に認めることの重要性を強調し, その際に必要不可欠な ｢自由を

支えるルール｣ が持つべき性質を指摘したうえで
(��)

, そのようなルールが

実際に形成されてくる過程に考察を加えているのである｡

したがって本章の結論は, 次のようにまとめることができる｡ 自生的

秩序を支えるルールは, 必然的に, 個人の自由な活動を最大限に尊重す

るルールでなければならない｡ そのためにはそのようなルールは, 具体

的な行為の内容を指令・命令するのではなく禁止の内容を有する, 目的

独立的で一般的・抽象的なルールであることが求められており, いかな

る性質と内容を有するルールでもよいというわけでは決してない｡ そし

てそのようなルールは, 実際には, 立法者による熟慮のうえでの設計で

はなく, 自生的な秩序形成と進化の過程の結果として生み出されてくる

ものである｡ それゆえそのようなルールの形成過程に注目する際には,

｢人間の行為の結果ではあるが, 人間の設計の結果ではない｣ という意

味での自生的な秩序形成の結果と, 個々人の試行錯誤に基づく漸進的な

進化の結果を重視しなければならない
(��) (��)

｡

第三章 自生的秩序論と進化論の関係

第二章で述べたようにハイエクは, 自生的秩序を支えるルールの形成
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過程について, 自生的な秩序形成と進化の過程の結果であると考える｡

では彼は, 自生的秩序論と進化論の関係をどのように捉えているのであ

ろうか｡ この点について彼は, ｢進化と自生的秩序という双子の観念｣

という言葉で説明するが, その内実は不明確である
(��)

｡ それゆえ彼の自生

的秩序論と進化論に対しては, 各々の議論を明確に区別せず両者を一体

的・連続的に捉えたうえで
(��)

, そこに内在する問題点や矛盾を指摘して批

判を展開する議論が数多く存在する｡ 例えば, その代表格ともいえるＶ・

ヴァンバーグのハイエク批判は, ｢ハイエクの自生的秩序論・進化論に

は 『方法論的個人主義』 と 『集団淘汰論』 という互いに異質な二つの要

素が混在しており, その二つの要素の間での重大な矛盾を克服できてい

ない｣ という主張を展開している
(��)

｡

もっとも, ヴァンバーグに代表されるこのようなハイエク批判に対し

ては, 有力な反論が存在する｡ 例えば渡辺幹雄は, ハイエクの方法論的

個人主義をめぐる論争について, ハイエクが提示する存在論的全体論は

彼の方法論的個人主義と難なく両立できると指摘する｡ なぜなら方法論

的個人主義とは, 純粋に社会理論を展開する際の方法論として, 個人の

次元から社会現象を説明しようと試みるものであり, 社会現象をそれ自

体の総体として捉えるよりも個々の構成員たる個人の働きに着目したほ

うがより良い理解につながるという主張であって, 本質的には社会と個

人との間の関係性や両者が備える性質について何らの見解も挟まないも

のだからである
(��)

｡ それゆえ渡辺の指摘に従えば, ヴァンバーグが主張す

る ｢ハイエクの自生的秩序論・進化論における方法論的個人主義と集団

淘汰論の矛盾｣ は, そもそも存在しないということになる｡

この点について, 確かに以上で述べた渡辺の指摘は, 極めて的確なも

のである｡ だが筆者は, このことを認めたうえで, 以上のような渡辺の

指摘と異なる観点――すなわち, ハイエクにおける自生的秩序論と進化

論の関係という観点――に基づいて, 先に述べたヴァンバーグに代表さ

れるハイエク批判に反論することが可能であると考える｡ そのような観
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点の根底にあるのは, ｢ハイエクの自生的秩序論と進化論に検討を加え

る際に, 各々の議論の区別や両者の関係を明確にしないまま, 両者を一

体的・連続的に捉えるような理解に基づいて論を展開することは, そも

そも妥当か｣ という, これまでのハイエク研究の中であまり注目されて

こなかった問題意識である｡ 換言すれば, ハイエクが自生的秩序論を展

開する際に対象としている問題は, 彼が進化論を展開する際に対象とし

ている問題と, 明らかに異なるのではないか｡ だとすれば, 彼の自生的

秩序論と進化論を検討する際には, 各々の議論が対象とする問題の違い

を明確に意識する必要があるのではないか｡ そうであるならば, 彼の自

生的秩序論と進化論を明確に区別せず両者を一体的・連続的に捉え, 両

者を同一平面上の問題を対象とする議論だと理解するヴァンバーグのよ

うなハイエク批判には, そもそも大きな誤りがあるのではないか｡ 筆者

がここで提起したいのは, このような問題なのである｡

そこで本章では, まず始めに第一節において, ハイエクの自生的秩序

論と進化論を一体的・連続的に把握したうえで, 彼の自生的秩序論・進

化論における ｢個人主義的で 『見えざる手』 的な考え方｣ と ｢集団淘汰

的な考え方｣ の矛盾を指摘する, ヴァンバーグのハイエク批判を確認す

る｡ そのうえで次に第二節において, このようなヴァンバーグのハイエ

ク批判の問題点を指摘し, それを回避し得るハイエクの自生的秩序論と

進化論についての理解を提示したい｡

第一節 ヴァンバーグのハイエク批判――自生的秩序論と進化

論の一体的・連続的な把握

ヴァンバーグの指摘によると, 自生的秩序としての市場というハイエ

クの構想は, 進化の過程としてのルールの発展――ハイエク自身の言い

方でいえば, 文化の進化――という彼の考えと, 密接に結び付いている｡

なぜならハイエクは, 自生的秩序としての市場という構想について論を

展開する際に, 自生的秩序を支える文化的ルールの生成と変化の過程を
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めぐる問題に特に注意を向けるからである｡ ヴァンバーグによれば, こ

の問題を取り扱うのがハイエクの ｢文化の進化｣ 論である｡ このように

ヴァンバーグは, ハイエクの自生的秩序論と進化論を一体的・連続的に

把握したうえで, 彼の ｢文化の進化｣ 論を詳細に検討して行く
(��)

｡

まず始めにヴァンバーグは, ルールの生成と変化の過程に検討を加え

る際に, 政治的過程と自生的過程の基本的区別から議論を開始する｡ ヴァ

ンバーグによると, ルールの生成と変化の過程に関する政治的過程とは,

何らかの代表者あるいは機関が, ある社会共同体のために, 熟慮のうえ

でルールを選択し実行する場合のことである｡ これに対して, ルールの

生成と変化の過程に関する自生的過程とは, 個別的に各々の目的を追求

する個々人の間で展開される相互行為の, 意図せざる社会的結果として

ルールが出現する場合のことを指す
(��)

｡ 以上のような基本的区別を踏まえ

てヴァンバーグは, ハイエクの ｢文化の進化｣ 論について, ｢その議論

は, ルールが自生的に出現し変化する過程が進化論的な過程だというこ

とを, 明らかにしなければならない｣ と指摘し
(��)

, 以下のような分析を加

える
(��)

｡

一方で, ハイエクの著作の中には, 文化の進化という観念についての

｢個人主義的で 『見えざる手』 的な考え方｣ を見出すことができる｡ そ

れは, 個人が新しいやり方を取り入れることによって変異の過程が進行

し, 個人の模倣によって淘汰の過程が進行するという考え方である｡ つ

まり, 文化の進化に関するハイエクの ｢個人主義的で 『見えざる手』 的

な考え方｣ によるならば, 文化の進化に関する様々な問題を認識し状況

の変化に反応するのは, 明らかに個人のみだということができる｡

だが他方で, 文化の進化をめぐるハイエクの議論の中には, このよう

な ｢個人主義的で 『見えざる手』 的な考え方｣ から ｢集団淘汰的な考え

方｣ への暗黙の移行が存在する｡ それは, ｢ルールが出現し広まるのは,

そのルールを実践している個人にとって利益になるからだ｣ という考え

から, ｢ルールが守られるようになるのは, そのルールが集団にとって
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有利だからだ｣ という考えへの移行である｡

この文化の進化に関する集団淘汰的な考え方について, ヴァンバーグ

は, ｢その中に, 個人レベルの考え方と集団レベルの考え方という二種

類のものが, 本質的に存在し得る｣ と指摘する｡ 個人レベルの考え方と

は, あるルールがある集団に対してもたらす有益な結果を個々人が認識

し, そのルールを実行し施行するために個人的あるいは集合的に行動す

る, というものである｡ これに対して集団レベルの考え方とは, 何らか

の独特なフィードバックのメカニズムが集団的・集合的なレベルで機能

している, と想定するものである｡ このように, 文化の進化に関する二

つの集団淘汰的な考え方を提示したうえで, ヴァンバーグは, どちらの

レベルの考え方も, 必然的に, 文化の進化に関する ｢個人主義的で 『見

えざる手』 的な考え方｣ と衝突すると批判する｡

文化の進化に関する個人レベルの集団淘汰的な考え方が ｢個人主義的

で 『見えざる手』 的な考え方｣ と衝突するのは, 個人レベルの考え方が,

意図せざるルールの出現ではなく, 熟慮のうえでのルールの設計の重要

性を強調するからである｡ つまり個人レベルの考え方は, 厳格な個人主

義的立場を基礎に置くという点では ｢個人主義的で 『見えざる手』 的な

考え方｣ と共通点を有するものの, その考え方が焦点を合わせるのはルー

ルの選択・変更・施行に関する政治的過程であって, 個別的に各々の目

的を追求する個々人の間で展開される相互行為の結果としてルールが出

現するという, 自生的で ｢見えざる手｣ 的な過程ではないということが

できる｡ また, ハイエクの ｢文化の進化｣ 論における, 集団レベルの集

団淘汰的な考え方と ｢個人主義的で 『見えざる手』 的な考え方｣ との衝

突について, ヴァンバーグは次のように結論づける｡ すなわち, これら

二つの考え方が衝突するのは, 集団的・集合的なレベルで機能する文化

の進化過程に訴える前者の主張と後者の基礎にある方法論的個人主義と

が, 明確に対立し矛盾するからである, と
(��)

｡
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第二節 対象とする問題の違いに基づく区別――共同体内部に

おけるルールの形成・発展過程を扱う自生的秩序論

と 共同体間の競争の中でのルールの形成・発展過程を

扱う進化論

第一節で確認したようにヴァンバーグは, ハイエクの自生的秩序論と

進化論について, 両者を一体的・連続的に把握したうえで, 彼の ｢文化

の進化｣ 論における ｢個人主義的で 『見えざる手』 的な考え方｣ と ｢集

団淘汰的な考え方｣ の矛盾を指摘し, 彼の自生的秩序論・進化論におけ

る一貫性の欠如を厳しく批判する｡ だがこのようなヴァンバーグのハイ

エク批判は, ハイエクの自生的秩序論と進化論についての正確な理解に

基づく, 妥当な批判といえるであろうか｡

ここで注目すべきなのが, 自生的秩序を支える行為ルールの出現過程

を論ずるハイエクの ｢文化の進化｣ 論をめぐる, Ｃ・ペッツウラの議論

である｡ なぜならペッツウラは, ハイエクの ｢文化の進化｣ 論について,

｢集団内において, 新しいルールが, その集団の各構成員によってどの

ように採用されてくるのか｣ をめぐる議論と, ｢集団間の競争で, どの

ルールが優位となるか｣ をめぐる議論とを, 明確に区別するからである
(��)

｡

この点について, 実はヴァンバーグ自身も, いま述べたペッツウラに

よる区別を暗黙的に認めるような記述を行っている｡ 例えばヴァンバー

グは, 文化の進化に関する ｢個人主義的で 『見えざる手』 的な考え方｣

について分析を加える際に, ｢ハイエクは, ……革新者として活動し,

『新しい変体』 ――それは, 伝統的な行動様式やその他の新たな行動様

式との競争の中で, あるひとつの社会共同体の内部において
､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､

さらに多く

の個々人によって模倣されるという意味で優位する場合に, その共同体

における新たな行動の規則性となり得るものである――を生み出すよう

な, 個々人の役割を強調している｣
(��)

という点に言及する｡ またヴァンバー

グは, 文化の進化に関する ｢集団淘汰的な考え方｣ について分析を加え

る際に, その考え方を集団間競争に関するものだと捉える解釈に言及し
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ている
(��)

｡ このようなヴァンバーグの記述に注意を払うならば, 彼自身も,

｢ひとつの共同体の内部において, あるルールが支配的になる過程｣ と

｢複数の共同体間の競争の中で, あるルールが支配的になる過程｣ との

違いを意識しており, 文化の進化に関する ｢個人主義的で 『見えざる手』

的な考え方｣ に言及する際には前者の過程を念頭に置いている, という

ことができよう｡

だが結局ヴァンバーグは, このような違いを暗黙的には意識しつつも,

両者の明確な区別に基づくハイエクの ｢文化の進化｣ 論の検討は行わな

い｡ というのもヴァンバーグは, ハイエクの自生的秩序論と進化論を明

確に区別せず両者を一体的・連続的に捉え, 両者を同一平面上の問題を

対象とする議論だと理解しているからである
(��)

｡ このようなヴァンバーグ

の理解と対照的に, ｢ハイエクは, 自生的秩序論と進化論を展開する際

に, 自身が対象とする複数の問題を明確に区別している｣ という点を指

摘するのが, 渡辺とＥ・フェザーである
(��)

｡

渡辺によれば, ハイエクは, 自生的な形成物に対する批判を内在的批

判と外在的批判の二つに区別したうえで, 両者の必要性をともに認めて

いる｡ またフェザーによれば, ハイエクは, ｢法・道徳・習慣といった

ものの体系の歴史の中で進行している進化の過程においては, 実際には,

内在的進化と外在的進化という二つの進化の過程が存在する｣ と考えて

いる｡ では渡辺とフェザーは, ハイエクにおける自生的な形成物に対す

る内在的批判と外在的批判の違い, あるいは, ハイエクにおける内在的

進化の過程と外在的進化の過程との違いを, それぞれどのように特徴づ

けているのであろうか｡

渡辺の指摘によると, ｢道徳や法, その他自生的形成物に対する内在

的批判は, いわゆる 『合理的再構成』 (���	
�����
�������	
�) の手

続きに基づいてなされる｡ それは自生的に生じた道徳や法体系内部の様
､ ､ ､ ､

々な矛盾を取り除く
､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､

(整合化する) 形で行われる
､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､

｡｣
(��)

またフェザーの指

摘によると, ハイエクが考える内在的進化とは, ｢あるルールの内容が,
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現存するもっと根本的なルールと矛盾するか｣ という基準に基づいて,

あるルールを漸進的に発展させる過程のことである
(��)

｡ つまり, 自生的秩

序を支えるルールの形成・発展過程に関してハイエクが展開する内在的

批判・内在的進化とは, あるルールが有する内容の適否に検討を加える

際に, 所与のルール体系の枠内で進展
､ ､ ､ ､ ､

し, そのルール体系内で
､ ､ ､ ､

既に承認

されている他のルールとの整合性および両立可能性によって判定するも

のだということができる｡ 彼の考えによれば, 確立したルール体系すべ

てを全く新しく作り直すことでルール体系を改善することは, 不可能で

ある｡ 我々にとって可能なのは, 自らが熟慮のうえで自由に設計したわ

けではない所与のルール体系の枠内で, そのルール体系内の他のルール

と両立しない特定のルールを批判し漸進的に排除することによって, 所

与のルール体系を改善し修正することだけである
(��)

｡

これに対してハイエクが考える外在的進化とは, フェザーの指摘によ

ると, 内在的進化によって発展したひとつの法・道徳・習慣といったも
､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､

のの体系が, 他の同様の体系と競争する過程
､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､

のことである｡ ここでフェ

ザーは, 適切にも, ハイエクの ｢文化の進化｣ 論は外在的進化に関する

議論であると明言する
(��)

｡ 渡辺もまた, 適切にも, ｢ハイエクが考える自

生的形成物に対する外在的批判において, まさに彼の進化論的思考が真

価を発揮する｣ と指摘し, 外在的批判をめぐる彼の議論を説明するため

に, 我々の世界に存在するそれぞれ異なる伝統
､ ､
――社会的慣習

､ ､ ､ ､ ､
, 道徳規
､ ､ ､ ､

則, ないし法体系など
､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､

――の間の競争
､ ､ ､ ､ ､

に言及する
(��)

｡ つまり, 自生的秩序

を支えるルールの形成・発展過程に関する進化論の中でハイエクが展開

する外在的批判・外在的進化とは, 何らかの所与のルール体系の枠内に

おけるあるルールの漸進的な発展ではなく, 複数の共同体間のルールを
､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､ ､

めぐる競争
､ ､ ､ ､ ､

について検討を加える際に, ｢試行錯誤の結果, 淘汰と模倣

によってよりよいルールが生き残ってゆく｣ 過程を論じたものだという

ことができる｡ 彼の考えによれば, 複数の共同体間のルールをめぐる競

争においてあるルールが支配的になるのは, そのルールが有する効果を
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人々が理解したからではなく, それを実践する集団が成功したから――

すなわち, あるルールを実践する集団が成功を収めて他の集団に取って

代わるから, あるいは, 成功している集団を見て, 成功を導くあるルー

ルを他の集団が模倣するから――である
(��)

｡

以上で述べた, ハイエクの自生的秩序論と進化論における内在的批判・

内在的進化と外在的批判・外在的進化との明確な区別を踏まえると, 彼

の自生的秩序論と進化論の全体的な議論構造は以下のようにまとめるこ

とができる｡ 彼は, 独自の知識論に基づいて設計主義を批判し, 個々人

の自由な活動の相互調整に基づいて形成される自生的秩序の有用性を強

調して, そのような自生的秩序を支えるルールが実際に形成され発展す

る過程を自生的秩序論と進化論で説明する｡

自生的秩序を支えるルールの形成・発展過程に関するハイエクの自生

的秩序論は, ｢ひとつの共同体の内部において, あるルールが支配的に

なる過程｣ を対象とした議論である｡ あるひとつの共同体の構成員たち

は, その内部において, 無数の個々人に分散した知識を最大限に利用す

るために, 知性による設計ではなく個々人の自由な活動の相互調整を繰

り返しながら長期間の試行錯誤に基づいて, その共同体のルールを形成

しそのルールの内容を漸進的に発展させてゆく｡ その際に重要な役割を

果たすのが, 所与のルール体系の枠内において, そのルール体系内の他

のルールと両立しない特定のルールを批判し漸進的に排除することで所

与のルール体系を改善し修正する, 内在的批判の過程である｡

これに対して, 自生的秩序を支えるルールの形成・発展過程に関する

ハイエクの進化論は, ｢複数の共同体間の競争の中で, あるルールが支

配的になる過程｣ を対象とした議論である｡ あるひとつの共同体のルー

ルを形成しその内容を発展させる過程は, その共同体の内部における自

生的な秩序形成だけに限られない｡ あるひとつの共同体の構成員たちは,

その内部における自生的なルールの形成と内在的批判に基づくルールの

修正・発展を行うと同時に, 他の共同体で支配的なルールとの競争の中
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でさらに試行錯誤を繰り返して, 自身の共同体のルールを再形成しその

ルールの内容を漸進的に発展させてゆく｡ その際に重要な役割を果たす

のが, 淘汰と模倣による進化の過程である｡

したがって, 自生的秩序を支えるルールの形成・発展過程に関するハ

イエクの自生的秩序論と進化論は, ともに ｢独自の知識論に基づく設計

主義批判を前提として, 熟慮のうえでの設計によらないルールの形成・

発展過程に言及する｣ という共通点を有しつつも, ルールの形成・発展

過程について論ずる際に対象とする問題が明らかに異なる, 二つの別個

の議論だということができる｡ それらは, 確かに相互に密接な関係を有

する議論ではあるが, 同一平面上の問題を対象とする一体的・連続的な

議論では決してない
(��)

｡

第四章 自生的秩序論と進化論の限界――問題解決の手がかり

と残された課題

本稿ではここまで, ハイエクの自生的秩序論と進化論の限界を検討す

るための準備作業として, 彼の自生的秩序論と進化論に関する理解の整

理を行ってきた｡ 最後に本章で, 以上の準備作業を前提として, 彼の自

生的秩序論と進化論の限界をどのように見定めたうえでその限界をどの

ように克服してゆくかという問題に取り組むための手がかりを提示して,

本稿を締めくくりたい｡

第二章および第三章で述べてきたようにハイエクは, 自生的秩序を支

えるルールの形成・発展過程について, 自生的な秩序形成の過程――す

なわち, ひとつの共同体の内部において, あるルールが支配的になる過

程――と進化の過程――すなわち, 複数の共同体間の競争の中で, ある

ルールが支配的になる過程――の結果であると考える｡ だがこのような

ハイエクの議論に対してヴァンバーグは, ｢自生的な秩序形成の過程に

基づくルールの形成・発展が可能となる条件は, かなり限定的である｣

と指摘し, ハイエクの自生的秩序論に基づく ｢囚人のジレンマ｣ 問題
(��)

の
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解決には限界があるとの批判を展開している
(��)

｡ ヴァンバーグの指摘によ

れば, 確かに, ハイエクの自生的秩序論に基づくと ｢囚人のジレンマ｣

問題の解決はおよそ期待できないというわけでは決してない｡ なぜなら,

社会的な相互行為の中で賞罰を互いに交換することによってルールを相

互に強化しあうメカニズムである, ｢相互主義 (���������	
) のメカニ

ズム｣ が機能すれば, 相互に協力するという行動様式が定着することも

不可能ではないからである
(��)

｡ だがヴァンバーグによると, このように

｢相互主義のメカニズム｣ が機能することで, ハイエクの自生的秩序論

に基づいて ｢囚人のジレンマ｣ 問題が解決できるのは, 一定の限定的な

条件下においてのみである｡ というのも, ｢相互主義のメカニズム｣ が

機能することで多様な利害を有する個々人の間に協調行動が生み出され

るためには, 相互行為の当事者が再会する可能性や誰が裏切ったのかを

突き止める可能性が高く, したがって ｢相手に協力すれば自分も協力さ

れ, 逆に, 相手を裏切れば自分も裏切られる｣ という可能性が高くなけ

ればならないからである｡ それゆえ, 相互行為の当事者の人数が増加し

たり社会的流動性が高まることによって, 相互行為の当事者が再会する

可能性や誰が裏切ったのかを突き止める可能性が低くなると, ｢相互主

義のメカニズム｣ が機能することで協調行動が生み出されることが困難

になるといえる｡ そして, ハイエクが想定する自生的な市場秩序とは,

まさに, このような ｢相互主義のメカニズム｣ が機能することが困難な,

当事者の人数が増加して社会的流動性が高まった ｢広がった秩序｣ に他

ならない｡

もっともハイエク自身も, 自生的な秩序形成と進化の過程に基づくルー

ルの必然的な出現と普及を楽観視していたわけでは決してなく, 自らの

自生的秩序論と進化論の限界として, 自生的な市場秩序に対して本能的

に反発する人々の自然感情が存在することを十分に認識していた｡ だか

らこそ彼は, その限界を克服するために, 一方で, 議会制改革論を精力

的に展開して ｢モデル憲法｣ を提示し, 幸運にも偶然に出現できたもの

中京法学��巻３･４号 (���年) ���(���)



の依然として人々の自然感情からの反発にさらされ続ける市場秩序を守

り抜くために意識的・人為的な対策を講じる必要性があることを力説し

つつ, 他方で, 自生的な秩序形成と進化の過程の結果としてルールが実

際に出現し普及するための背景的条件の探求に取り組んだのである
(��)

｡

ハイエクの指摘によると, ｢自生的秩序を支える行為ルールは, それ

を人々が好まずまたその効果を人々が理解できないにもかかわらず, 自

生的な秩序形成と進化の過程を通じて数世代にわたって受け継がれてき

た｣ という説明で, すべての問題が解決するわけではない｡ なぜなら,

｢そのような行為ルールの有益な効果を人々が理解できないならば, そ

れはどこから出現し, どのようにして本能の強力な反発と理性の攻撃か

ら守られたのか｣ という疑問が存在するからである｡ このような疑問を

解決する要因として, 彼は宗教の重要性を強調する｡ つまり彼は, 自己

犠牲を要求されるが社会全体のためにはなる行為ルールが, 政治権力に

よる強制によらずとも自生的に遵守され普及していく社会過程を可能に

するための最終的な拠り所を, 非合理的な宗教的規範に求めるに至った

わけである｡ そして彼の考えによれば, 自生的秩序を支える行為ルール

の出現と普及を可能にする背景的条件としての宗教的規範それ自体もま

た, 自生的な秩序形成と進化の過程の産物である
(��)

｡

だがこのようなハイエクの主張に対して, 彼の自生的秩序論は伝統的

な宗教の理解と矛盾するとの批判も存在する
(��)

｡ またＪ・ブキャナンは,

ルールが実際に出現し普及するための背景的条件の探求が重要であるこ

とを認めつつも, ハイエクの議論が自生的な秩序形成と進化の過程の産

物をあまりにも重視しすぎている点に批判を加える
(��)

｡ そこでブキャナン

は, ｢相互主義のメカニズム｣ が機能する条件を限定的に理解するヴァ

ンバーグと対照的に, 古典的リベラリズムの最小限の倫理としての ｢相

互主義の市場倫理｣ の観点――すなわち, ｢相互主義のメカニズム｣ が

機能することによって, 相互に協力するという行動様式が定着し, 多様

な利害を有する個々人の間に協調行動が生み出されるという観点――を
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教育によって作り出し普及させることが, 極めて重要であると主張する
(��)

｡

したがって, ハイエクの自生的秩序論と進化論の限界を検討するに際

して, ｢自生的な秩序形成と進化の過程の結果としてルールが実際に出

現し普及するために必要とされる, 背景的条件とは何であり, その形成

過程および普及過程をどのように理解するか｣ という問題に取り組むこ

とを, 筆者の今後の課題としたい｡
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��%&	����0���0�	����0$��00	
�%����� �����	��������-&��-�	

ハイエクの自生的秩序論と進化論に関する予備的考察 (土井)���(���)
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萬田悦夫 『文明社会の政治原理――Ｆ・Ａ・ハイエクの政治思想』 慶應義

塾大学出版会, ����年, �������頁

(５) �������	����
 !�"�#$�%��&�"&'(�����	�)���&���	*)�)�+


�	 *�(�)	����� �	� ,�-��&�	�(����)
����������������������


��))��&�)��
���.
山中前掲注３, 特に８頁, ��頁以下, 萬田前掲注４,

��頁

(６) ハイエクの自生的秩序論・進化論をめぐる主要論点について, 近年の動

向にも目配りしつつ簡潔に整理したものとして, ��/������
���� !�

������"����������������#��"�������$%�%���� 
%��0	�1����)"

&'/�����&�����
���2
��������.�
山中前掲注３, 特に６���頁を参照｡

(７) 山中前掲注３, 特に３�５頁, ����.頁, �������頁

(８) 拙稿 ｢自由社会と伝統 (一), (二)・完――ハイエクを手がかりにして

――｣ (『法学論叢』 第�2�巻第�号, 第���巻第２号, ����年), 同 ｢自由主

義と伝統の両立可能性に関する一考察――Ｆ・Ａ・ハイエクとＭ・オーク

ショットの比較検討――｣ (『中京法学』 第2�巻第３･４号合併号, ���.年),

同 ｢ハイエクの 『行為ルールとしての伝統』 論――マッキンタイアの 『知

的探求の伝統』 論との比較検討｣ (森村進編著 『リバタリアニズムの多面

体』 勁草書房, ����年)

(９) なお, ハイエクにおける自生的秩序論・進化論と伝統論との関係につい

ては, 葛生栄二郎 『自由社会の自然法論』 法律文化社, ����年, 2��2�頁,

(�*���)&	
 !�"�#�	��&	���1�)��3+
�	4����(���)
���������&�

����������
*�5�	&�
 *�&	)�	�&��6�����	�)����&���3 &'(���7

��&��(�1&��)�&	+
�	8�!�	)�	�����9�3���(���)
���������	���'

��������	�������� !�������(����������)����
������1����7

3����	
����
��:�������
 %��8�3�)�&'*�&	)�	�&��6����;*#��7

)����(�'���)�&	�&	�!�"�#��	 %��3�+
�	 !�	)�	� ��9�3���

(���)
���������	�����������	�������� !�������(����������

)����
�����も参照｡

(��) 888��
���2����[邦訳���.�頁]

(��) ,��������&	
����������
��.2

(��) 山中前掲注３, �����.�頁

(��) 888��
���2��2.[邦訳.��.�頁]�もっともハイエクは, このような主

張を展開すると同時に, 以下の点に注意を喚起している｡ まず第一に, 我々

がよく知っている社会においては, 人々が実際に遵守しているルールのう

中京法学22巻３･４号 (����年) ���(���)



ちのいくつか――すなわち, 法ルールのうちのいくつか――だけが熟慮の

うえでの設計の産物であって, 道徳や習慣に関するルールのほとんどは自

生的に成長してきたものである｡ (����������[邦訳��頁]) また, 自生的

秩序を支える行為ルールを熟慮のうえで制定しようとする際には, 組織の

ルールと対照的に, 常に長い目でみた結果を目指さなければならない｡

(���������	[邦訳�
頁])

(��) ��������������[邦訳���頁]

(�
) ����������
���[邦訳������
頁]

(��) ���������
��
�[邦訳����頁]�������������

(�) �������[邦訳�
頁]���������
����������������
[邦訳��頁]�

��������������(����)������	
����������[邦訳�����頁]

(��) ������������������������
���
�����
�� !"#$������		�

(以下,  �)�����[西山千明訳 『隷属への道』 春秋社, �		�年, �
���頁]�

�������������
[邦訳��頁]�渡辺幹雄 『ハイエクと現代リベラリズム

―― ｢アンチ合理主義リベラリズム｣ の諸相』 春秋社, ����年, ������

頁, 山中前掲注３, ���頁

(�	) なお, このように考えなければならない理由の詳細については, 拙稿前

掲注８ ｢自由主義と伝統の両立可能性に関する一考察｣ �������頁, 同

｢ハイエクの 『行為ルールとしての伝統』 論｣ �����頁, 渡辺前掲注��, 
	

���頁, 
�	�

�頁を参照｡

(��) この点についてハイエクは, 自生的な秩序形成の結果である行為ルール

を明文化した法が, 自身の力では脱することのできないあるいは少なくと

も非常に速やかには修正できない, 袋小路に行き着いてしまう場合の解決

法として, 立法による ｢修正｣ という解決法を提示し, ｢それはあくまで

も, 立法による 『修正』 であって, 問題を抱えている法を廃棄して新たな

法を一から完全に自由に設計し直すという意味での, 立法による恣意的な

『改変』 ではない｣ という点を強調する｡ �������������	[邦訳��
���頁]

(��) ���������������������������
[邦訳��頁]���������������

����%%�[邦訳����頁, 
�頁以下]

(��) なお, ハイエクの ｢モデル憲法｣ 論に対する批判については, 本稿の論

述とは異なるかたちでの考察が必要である｡ この点について, 詳細は, 拙

稿 ｢ハイエクにおける立憲主義についての一考察｣ (『法の理論��』 成文堂,

����年) ��頁を参照｡

(��) ���������	���[邦訳��
�頁]���������������[邦訳��頁]

(��) �� ������
���
� [邦訳�������頁]��������
���
������������

����	[邦訳�	��
頁, ������頁, ���頁]��������	������������[邦訳

ハイエクの自生的秩序論と進化論に関する予備的考察 (土井)���(���)



�����頁, �����頁]����		
��������������		
����[邦訳�����頁]�

�����		
������		
��������		
������		
�����[邦訳�����頁,

������頁, ������頁, �������頁]��������������	��		
�����
ハ

イエクによれば, 個々人の自由な活動を最大限に尊重する自由な社会を可

能にするためには, ルールが必要不可欠である｡ この点について, 彼は,

以下のように説明する｡

自由な社会とは, 共通の目的が存在しない多元的社会である｡ そこでは,

個々人がそれぞれ, 各々の目的を追求する｡ このような状態の下で人々が

平和的に共同することが可能となるためには, 交換の採用が不可欠である｡

そしてこのために必要とされるのが, 各々に属するものと, その所有物が

同意によって移転される方法とを決定する, ルールが認められることであ

る｡ 自由な社会では, 各々の個人は, すべての人々に平等に適用されるルー

ルにのみ従うことが期待されている｡

このような, すべての人々の同一の自由を保障するために各々の自由を

制限する, 法の下での自由という構想が意味をなすためには, 法は, いか

なる共通の目的からも独立しており具体的な事例に対する適用に関係なく

定められた, 目的独立的で一般的・抽象的なルールでなければならない｡

というのも, そのような目的独立的で一般的・抽象的なルールは, 特定の

状況において満たすべき行為の条件を明記するだけであり, これらの条件

を満たす行為はすべて許容されるからである｡ 換言すればそのようなルー

ルは, 個々人に対して単なる行為枠組を提供するだけであって, 各々の個

人は, その行為枠組の中で自由に活動することが可能である｡ また一般的

にいってそのようなルールは, 具体的な行為の内容を指令・命令するもの

ではなく, 禁止の内容を有する消極的ルールである｡

(�) 
�
�����������������	��	
��

(�) この点についてギスラーソンと山中も, 一方では, 自生的秩序を支える

ルールの特徴として, その起源の自生性ではなくそのルールが有する目的

独立性・一般性・抽象性を強調しつつも, 同時に他方では, ｢自生的秩序

を支える目的独立的で一般的・抽象的なルールは, 実際には, 自生的な秩

序形成の結果である｣ という点にも慎重に注意を払っている｡

ギスラーソンによると, ハイエクにおける自生的秩序とそれを可能にす

るルール・システムとの関係は, 複雑である｡ なぜなら, ｢自生的秩序を

可能にするルール・システムそれ自体が, 自生的秩序である｣ という事実

が, しばしば存在するからある｡ そのような事実の具体例として, ギスラー

ソンは言語とコモン・ローを挙げている｡ したがってギスラーソンの主張

によれば, ハイエクに対するリベラルな批判者の中には, 以下に挙げる二

中京法学��巻３･４号 (���年) ���(���)



つの事柄――すなわち, ①ハイエクのリベラリズムにおける, 具体的な歴

史的・社会的現実を念頭に置いた特定の自生的秩序にコミットする傾向と,

②ハイエクが何らかの所与のルール・システムを支持するのは, 自生的秩

序を可能にするいくつかの特徴をそのルール・システムが共有しているか

らであって, そのルール・システムそれ自体が自生的秩序であるからでは

ないという点――の関係を混同して, ハイエクの進化論についての誤った

批判――例えば, ハイエクのコモン・ロー擁護に対する批判――を展開す

る者が存在するので, 以上の二つの事柄の区別に注意を払わなければなら

ない｡ (�����������	��������	
	���)

また山中も, ｢ハイエクは, 社会規範を言語化以前の暗黙的な精神領域

の中に知らず知らずのうちに体得していくという, 自生的な社会過程の存

在を強調していた｣ というＣ・クカサスの指摘に言及して, ｢自由主義的

な社会規範は, 無意識的な自生的社会過程の中から生み出された正義感覚

として人間に備わる｣ と考えるハイエクの議論を確認している｡ 山中のハ

イエク理解によれば, 社会的な行為ルールたる正義規範は目的独立的で抽

象的な性質を有するが, このようなルールは必ずしも言葉で明確に説明で

きるものとして意識されていなくともよい｡ むしろ人間はこのようなルー

ルを, 言語化されない暗黙的な ｢正義感覚｣ として何世代にもわたる適応

努力の中で身に付けてきたのであって, このように自動化された習慣とし

ての行動様式をとらせる諸々の傾向性の体系こそが, 伝統や慣習といった

文化的ルールであった｡ (山中前掲注３, ��
頁) したがって, ｢目的独

立的な商業的交換を基盤とした社会関係は, 明示的な社会契約によって実

現されたのではなく, 必ずしも言語化されない暗黙的な正義感覚として,

すなわち伝統・習慣といった文化的ルールとして, 徐々に定着してきたの

である｡｣ (同
頁)

(��) �	�����
����	����[邦訳��頁]	��	�����	�����	���
[邦訳



頁]	����
	�����[邦訳���頁]	�����������	��	������	������ ���

����������������	����������	������	������	�
��������������

	��	��	������ !�	����	��
�	"��#	��������	
	���
����

(��) 
��$�$��%��!	&�����������'��(��)� ���� ��*��������+,

�����*��-.�/��������0��,�1�#�(2�34���#�0��������-5�������6	

��7���8�� �� ����8�� �(� ��)	���	���
�����	�� ����
�����

�	���	���	$���/�Ⅳ	������ !�	����	�����00�[石山文彦訳 ｢自生的

市場秩序と社会の諸ルール――Ｆ・Ａ・ハイエクの文化の進化論の批判的

検討｣ (『現代思想』 ��巻��号, ����年) ���頁以下]	����	��������	
	

�����[邦訳�������頁]	���#	��������	
	��	������	��	�4��
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[邦訳第二章]�江頭前掲注３, 第７章, �����������������	��	
����
�

山中前掲注３, ８頁以下, ���頁以下

(�) ����������������	�
ヴァンバーグのハイエク批判の要点を簡潔

に整理したものとして, 山中前掲注�, �������頁も参照｡

なお, ヴァンバーグと同様の問題意識に基づくハイエク批判として,

�������������	���������������	��
��	�����	����		
���

���[邦訳����頁] がある｡ また, ハイエクの自生的秩序論・進化論に

おける方法論的個人主義と集団淘汰論との矛盾をめぐる近年の議論動向を

整理したものとして, 江頭前掲注３, ��頁, 山中前掲注３, ���頁も

参照｡

(��) 渡辺前掲注��, �������頁, ���頁｡ また, 森村進編著 『リバタリアニズ

ム読本』 勁草書房, ���年, ����頁, 渡辺幹雄 『ロールズ正義論とその

周辺――コミュニタリアニズム, 共和主義, ポストモダニズム』 春秋社,

���年, �������頁も参照｡

なお,この点に関して渡辺と同様の指摘を行うものとして,��������� ��

��������	��		
������太子堂正弥 ｢抽象の第一義性と内在的批判――

ハイエクにおけるルールの 『発見』 をめぐって――｣ (『経済論叢別冊 調

査と研究』 第�号, ���年) ��頁がある｡

(��) ����������������	��		
�������[邦訳�������頁]

(�) ����
�	
���[邦訳���頁]

(��) ����
�	
��[邦訳���頁]

(��) ����
�		
������[邦訳�������頁]

(��) もっともヴァンバーグは, 文化の進化に関する集団レベルの集団淘汰的

な考え方について, このようにハイエクにおける方法論的個人主義との矛

盾を指摘するだけでは不十分だと考える｡ そこでヴァンバーグは, 文化の

進化に関するハイエクの ｢集団淘汰的な考え方｣ それ自体について詳細な

分析を加えて, ｢その考え方はあまりにも漠然としたものであるため, 真

に興味深い結論を得ることはできない｣ との評価を下している｡ ����
�

		
�������[邦訳�������頁]

(��) ��!� �������������	��		
���

(��) ����������������	��		
������[邦訳���頁] (ただし, 傍点は

筆者による｡)

(��) ����
�		
��������� !��

(��) それゆえヴァンバーグは, 文化の進化に関する ｢集団淘汰的な考え方｣

を集団間競争に関するものだと捉える解釈について, 文化の進化に関する

｢個人主義的で 『見えざる手』 的な考え方｣ に付け加えるべき, 集団淘汰
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に関する特別な理論は何もないとの評価を下している｡ �����なお, 文化

の進化に関するハイエクの ｢集団淘汰的な考え方｣ を集団間競争に関する

説明だと捉える解釈に対して, ヴァンバーグ同様に否定的な評価を下すも

のとして, �������	�
�����	
����
���
���
������
����������


��	������������� �����	�!�������"�#��$
#�
��	��
��������

����	�������
%����
&���
'(��
�'�)�'��も参照｡

(��) 渡辺前掲注'�, ���(�頁, *�+����
��	�������	,#�#��$
#�
��	��


�����������	�������
%���'�
&��'
���)
��)���

(�') 渡辺前掲注'�, ��頁 (ただし, 傍点は筆者による｡)

(��) +����
�����	
����
������

(�)) �
�'�)
---�'
���[邦訳��頁]
---��
�����(
�)����[邦訳)��

��頁, ��頁以下]
&�
�''����+ 
��([邦訳'�'頁]
&�
�'����


---�)
�'��[邦訳�)'頁]�なお, ハイエクの自生的秩序論と進化論にお

ける内在的批判に関する問題を論じたものとして, 太子堂前掲注)�, ���

��頁も参照｡

(��) +����
�����	
����
��)����なおフェザーによれば, ハイエクの

｢文化の進化｣ 論における競争の単位は, 人種でも個々の人間でもなく,

伝統である｡ このような伝統をめぐる ｢文化の進化｣ に関するハイエクの

説明は, + において最も完全なかたちで展開されている｡ �����
������

(��) 渡辺前掲注'�, ���(�頁

(��) �
�'�)�'��
+ 
��
�'�
�'�
���[邦訳���頁, '�頁, '��'(頁,

��頁]
&�
�')��')�
---�'
�''
�'��'(
�����'
 ���
 ���

[邦訳'(頁, ����(頁, �����頁, 第四章, 第五章]
---��
����
����

�'[邦訳'�頁,'��頁]
---�)
*#��.��[邦訳終章]
/���.�	�,0��	�

(�,��)
�����	
���
�����)[邦訳�����頁]�なお, ハイエクにおけ

る伝統の複数性, および, 伝統間比較の可能性と限界に関しては, 拙稿前

掲注８ ｢ハイエクの 『行為ルールとしての伝統』 論｣ �����頁を参照｡

(��) だからこそハイエクは, ｢進化と自生的秩序という双子の観念｣ という

言葉を用いているのである｡ なお, ハイエクの自生的秩序論と進化論につ

いて, 本稿で筆者が提示した理解と異なる区別を用いて整理・検討を加え

るものとして, !#����	����
�����	
��)
��'���
/���
�����	
��)


�)����がある｡

(��) 周知のように, ｢囚人のジレンマ｣ 問題の典型例とは, 共犯容疑をかけ

られた二人の囚人が相互に意思疎通できないという状況において, 相棒と

協力して黙秘を守るかそれとも相棒を裏切って自白するかという判断を迫

られた場合に, 二人の囚人はともに, 相棒に裏切られて自分だけが損をす
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ることを避けて自分の利益――例えば, 刑の軽減――を確保するために,

自分から先手を打って相棒を裏切り自白するという選択をするであろう,

という問題である｡ より一般的にいえば, ｢囚人のジレンマ｣ 問題とは,

以下に挙げる四つの選択肢――すなわち, 選択肢①：参加者全員があるルー

ルを守れば, 全員にとって利益になる, 選択肢②：参加者全員があるルー

ルを破れば, 選択肢①の場合よりも全員の境遇が悪くなる, 選択肢③：参

加者個人にとって最も魅力的なのは, 他の参加者がルールを守っている場

合に自分だけがルールを破って利益を得ることである, 選択肢④：参加者

個人にとって最も避けたいのは, 自分はルールを守っているにもかかわら

ず他の参加者がルールを破るので自分の不利益が最大になることである―

―が存在する状況において, 各参加者は, 選択肢③の状況を目指し選択

肢④の状況を避けようとして行動した結果, 選択肢①ではなく選択肢②の

状況になる, という問題である｡

(��) 以下の論述に際しては, ������	
��������	��
��������[邦訳

�������頁] を参照した｡ その要点を簡潔に整理したものとして, 山中前

掲注３, �������頁も参照｡ なお, ヴァンバーグと同様の観点に基づくハ

イエク批判として, ���������
��������	��
������がある｡

ちなみに, このヴァンバーグのハイエク批判は, ヴァンバーグ自身の用

語法によるならば, ハイエクの ｢文化の進化｣ に関する ｢個人主義的で

『見えざる手』 的な考え方｣ に基づく ｢囚人のジレンマ｣ 問題の解決には

限界があると指摘するものである｡ だが第三章第二節で触れたように, ヴァ

ンバーグ自身もまた, ｢ひとつの共同体の内部において, あるルールが支

配的になる過程｣ と ｢複数の共同体間の競争の中で, あるルールが支配的

になる過程｣ との違いを意識しており, 文化の進化に関する ｢個人主義的

で 『見えざる手』 的な考え方｣ に言及する際には前者の過程を念頭に置い

ている｡ そこで本稿では, このヴァンバーグのハイエク批判を, ひとつの

共同体の内部においてあるルールが支配的になる過程を対象とした, ハイ

エクの自生的秩序論に対して投げ掛けられた批判であると理解して, 論を

展開する｡

(��) このように ｢『相互主義のメカニズム』 は, 多様な利害を有する個々人の

間に協調行動を生み出す主要な源泉となる｣ という主張を展開するに際し

て, ヴァンバーグは, Ｄ・ヒューム, Ａ・スミス, ��世紀のその他のスコッ

トランド学派の道徳哲学者の社会理論に加えて, Ｒ・アクセルロッドの著

作に言及している｡ ������	
��������	��
��������[邦訳���頁]

なお, アクセルロッドの著作で展開されている主張をごく簡単にまとめ

るならば, ｢『無限回くりかえし囚人のジレンマ・ゲーム』 を想定すれば,
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自生的な秩序形成過程に基づいて 『囚人のジレンマ』 問題を解決できる｣

という主張だということができる｡ Ｒ・アクセルロッド著, 松田裕之訳

『つきあい方の科学――バクテリアから国際関係まで――』 ミネルヴァ書

房, ����年, ６頁以下, ��頁, ��頁, ��頁以下, ��頁以下｡ ちなみに,

｢無限回くりかえし囚人のジレンマ・ゲーム｣ をめぐる以上のような主張

については, 以下の文献も参照｡ 荒井一博 『終身雇用制と日本文化――ゲー

ム論的アプローチ』 中公新書, ����年, ��頁以下, ��頁以下, �����頁,

同 『信頼と自由』 勁草書房, 	���年, ９頁以下, ��頁, ��頁, �
�����頁,

����	��頁, 松井彰彦 『慣習と規範の経済学――ゲーム理論からのメッセー

ジ』 東洋経済新報社, 	��	年, 	�頁以下, 		
頁以下, 小林公 『法哲学』

木鐸社, 	���年, 	��	�頁

(��) �������������	
�
�����
����山中前掲注３,３�５頁, �����頁, ��

���頁

(�	) �������
�����[邦訳	�
�	��頁]�また, 山中前掲注３, 		��	
�頁も

参照｡

(�
) ������������	
�����������������	�

(��) ブキャナンの指摘によれば, ハイエクは, 人間の相互行為について述べ

る制度的な拘束の進化論的な起源をあまりにも強調しすぎている｡ 確かに,

人間の相互行為について述べる制度的な拘束の多くが進化の過程の産物で

あることは否定できず, したがって, ｢成功している自由社会において人々

に遵守されている制度の大部分は, 文化の進化というゆっくりとした無意

識的な過程の中で進化してきた｣ というハイエクの着眼点は傾聴に値する｡

だが同時に, リベラルな市場秩序を支える制度の中には明確に計画され選

択されてきたものも存在するということは, 否定できない｡ ���������

������	
�����
����
������

(��) �������������
��
��ブキャナンによれば, リベラルな市場秩序が有

効に機能するためには, 法を超えた制度としての ｢個々人の相互行為につ

いて述べる倫理的規範｣ が必要である｡ そこで彼は, 自身の問題関心を,

市場秩序を支える制度化された倫理的規範――それは, 明文化されてはい

ないが司法的決定における判例によって定められたインフォーマルな法,

伝統 (���������), しきたり (��� ������), 行為パターン, 物事の行い方,

習慣 (��!��), マナーなどをも含む, ｢個々人の行動を制限し得る, フォー

マルな意味での法を超えた, 制度｣ である――に向けて, 市場秩序におけ

る個々人には ｢相互主義の観点に基づく, 市場秩序を支える制度化された

倫理的規範に従って行動することによって, すべての個々人が利益を得る

ことができる｣ という理解が求められると主張する｡
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なお, このようなブキャナンの主張に関連して注目すべき議論として,

｢『無限回くりかえし囚人のジレンマ・ゲーム』 を想定すれば, 自生的な秩

序形成過程に基づいて 『囚人のジレンマ』 問題を解決できる｣ という主張

を展開する際に, 説得の効果や教育の重要性を強調する, 荒井一博の議論

がある｡ 荒井前掲注��『終身雇用制と日本文化』 �����頁, 特に�����頁,

�����頁, 同 『信頼と自由』 ���頁以下
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